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新大阪歯科技工士専門学校学則	 

	 

第１章	 	 組織	 

（設置目的）	 

第	 １条	 	 	 	 本校は、歯科技工士として必要な知識及び技能を授け、有能な歯科技工

士を養成することを目的とする。	 

	 

（名	 称）	 

第	 ２条	 	 	 	 本校は、新大阪歯科技工士専門学校と称す。	 

	 

（	 位	 置	 ）	 

第	 ３条	 	 	 	 本校は、大阪市淀川区東三国６丁目１番１３号に設置する。	 

	 

（	 設置者	 ）	 

第	 ４条	 	 	 	 本校は、学校法人	 新歯会東洋医療学園が設置運営する。	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 第２章	 	 課程．学校及び修業年限並びに休業日	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （課程．学科．修業年限．定員）	 

第	 ５条	 	 	 	 本校の課程．学科及び修業年限並びに定員は次のとおりとする。	 

	 

課程	 学科	 修業年限	 入学定員	 総定員	 備考	 

医療専

門課程	 

歯科技工科	 

２年課程	 
２年	 ９０名	 １８０名	 昼間	 

歯科技工科	 

３年課程	 
３年	 ６０名	 １８０名	 夜間	 

	 

	 

第３章	 	 学年．学期及び休日	 

（	 学	 年	 ）	 

第	 ６条	 	 	 	 本校の学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。	 

	 

（	 学	 期	 ）	 

第	 ７条	 	 	 	 学期は、次のとおりとする。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 前学期	 	 	 	 ４月１日から９月３０日まで	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 後学期	 	 	 １０月１日から３月３１日まで	 

	 

（	 休業日	 ）	 

第	 ８条	 	 	 	 本校の休業日は、次のとおりとする。	 

	 	 	 	 	 	 (1)	 日曜日	 

	 	 	 	 	 	 (2)	 国民の祝日に関する法律で規定する休日	 

	 	 	 	 	 	 (3)	 本校創立記念日(１１月１５日）	 

	 	 	 	 	 	 (4)	 春期休業	 

	 	 	 	 	 	 (5)	 夏期休業	 

	 	 	 	 	 	 (6)	 冬期休業	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 但し、(4)(5)(6)	 に付いては学校長が必要と



認めたときは、変更が出来る。前項の規定にかかわらず学校長が、

必要と認めたときは臨時に休業を行い又は、休業日に授業を行うこ

とがある。	 

	 

第４章	 	 教育課程．授業時間数	 

（授業時間数）	 

第	 ９条	 	 	 	 本校の授業時間数．教育課程は別表１のとおりとする。	 

	 

（始業及び終業）	 

第１０条	 	 	 	 本校の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。昼間課程は、午前９

時から午後４時４０分までとする。夜間課程は、午後５時１０分から午後

９時までとする。	 

	 

	 

第５章	 	 学科課程の終了及び卒業について	 

（成績の考査）	 

第１１条	 	 	 	 学生の成績は、学科試験･実技試験及び平常の成績により評定する。	 

	 

（学科試験）	 

第１２条	 	 	 	 試験は、授業を行った全科目並びに実習について、前学期の終り及び後

学期の終りに行う。尚、昼間部においては２年生の後学期、夜間部におい

ては３年生の後学期の終りに所定の学科目及び実習について卒業試験を行

う。	 

	 

（受験資格）	 

第１３条	 	 	 	 学年を通じて所定の授業日数の４分の３以上出席し、かつ学則に定める

各学科試験及び実習に係る出席時間数を満たすものは、前期試験、後期試

験及び卒業試験を受験することが出来る。	 

	 	 	 	 	 	 	 

（	 補	 習	 ）	 

第１４条	 	 	 	 上記の時間数に満たないものは必要な補習を受けて受験することが出来

る。	 

	 

（	 合格点	 ）	 

第１５条	 	 	 	 試験の成績は、各学科目ごとに１００点をもって満点とし、６０点以上

を合格とする。	 

	 

（	 再試験	 ）	 

第１６条	 	 	 	 試験の成績が、合格点に満たない学科目については、１科目1000円の受

験料を添えて所定の届けを出し学校長の許可を得なければならない。	 

	 

（	 追試験	 ）	 

第１７条	 	 	 	 病気その他やむを得ない理由により受験出来なかった学生については、

１科目1000円の受験料を添えて所定の届けを出し学校長の許可を得なけれ

ばならない。	 

	 



（進級・卒業）	 

第１８条	 	 	 	 進級及び卒業認定については、学業成績及び出席状況を評定の上、教務

委員会の議を得て学校長が行う。	 

	 

（	 卒	 業	 ）	 

第１９条	 	 	 	 修業年限を終り、所定の学科課程を終了し卒業を認定された学生には、

卒業証書を授与する。	 

	 	 	 	 	 	 2.	 	 修業年限を終り、所定の学科課程を終了し卒業を認定された学生には、	 

専門士(医療専門課程)の称号を付与する	 

	 

（	 留	 年	 ）	 

第２０条	 	 	 	 上記の評定で進級．卒業が認められなかった学生は、留年することが出

来る。但し、昼間部．夜間部共に同学年２年を限度とし、又昼間部におい

ては４年、夜間部においては６年を限度に在学することが出来る。	 

	 

	 

第６章	 	 入学．進級及び退学について	 

（入学・進級の時期）	 

第２１条	 	 	 	 入学及び進級の時期は、学年の初めとする。	 

	 

（入学資格）	 

第２２条	 	 	 	 本校に入学出来る者は、学校教育法第９０条第１項に掲げるものとする。	 

	 

（入学志願手続）	 

第２３条	 	 	 	 入学を志願するものは、下記の書類に受験料を添え志願すること。入学

願書健康診断書（調査書に記載の者は省略）高等学校卒業証明書もしくは

卒業見込証明書調査書（成績証明書）	 

	 

（入学試験）	 

第２４条	 	 	 	 入学試験の判定は、教務委員会が認定し学校長がこれを許可する。	 

	 

(入学手続)	 

第２５条	 	 	 	 入学を許可された者は、独立して生計を営む身許の確実な者２名を保証

人（内１名は父兄もしくは親族とする）とし、保証人が連署する所定の誓

約書並びに学費を学校長に提出しなければならない。	 

	 	 	 	 	 	 2.	 入学を許可された者で入学志願手続のときに高等学校卒業見込証明書を	 

提出していた者は、卒業証明書を提出しなければならない。	 

	 

（本人の異動）	 

第２６条	 	 	 	 学生が現住所等に異動があったときは、ただちにその旨を学校長に所定

の届出をしなければならない。	 

	 

（保証人の異動）	 

第２７条	 	 	 	 学生は保証人に異動があったときは、ただちにその旨を学校長に所定の

届出をしなければならない。	 

	 

（	 転入学	 ）	 



第２８条	 	 	 	 他の歯科技工士養成所の学生が、所属責任者の承認書を添えて本校へ転

入を志望したときは、欠員のある場合には本校と同等の教育課程を終了し

ていると認められた学生ついて学校長がこれを許可することが出来る。	 

	 

（	 欠	 席	 ）	 

第２９条	 	 	 	 学生は、病気その他の理由により欠席しようとするときは、すみやかに

その旨を学校長に所定の届出をしなければならない。但し、病気による欠

席日数が１週間以上であるときは医師の診断書を添付しなければならない。	 

	 

（	 休	 学	 ）	 

第３０条	 	 	 	 病気その他やむを得ない理由で、２ヶ月以上学習することが出来ない学

生は、その理由を所定の書面により保証人連署の上で願い出て休学の許可

を得ることが出来る。又、疾病を理由とする学生については、医師の診断

書を添付しなければならない。	 

2.	 休学期間は１ヶ年とし、期間満了までに復学しない学生は原則とて本学

生としての身分を失うものとする。	 

3.	 	 休学期間中でも授業料を納めなければならない。	 

	 

（	 復	 学	 ）	 

第３１条	 	 	 	 学生は、復学しようとするときは、保証人が連署した所定の書面により

学校長に届出なければならない。	 

	 

（	 退	 学	 ）	 

第３２条	 	 	 	 学生は、退学しようとするときは、あらかじめ保証人が連署した所定の

書面により学校長に届出なければならない。	 

	 

	 

第７章	 	 組	 織	 

（	 構	 成	 ）	 

第３３条	 	 	 	 本校に次の教職員を置く。	 

	 	 	 	 	 	 1.	 学校長	 	 １名	 

	 	 	 	 	 	 2.	 副校長	 	 １名	 

	 	 	 	 	 	 3.	 教務部長	 １名	 

	 	 	 	 	 	 4.	 専任教員１２名以上（教務主任を含む）	 

	 	 	 	 	 	 5.	 非常勤講師	 

	 	 	 	 	 	 6.	 事務局長	 	 １名	 

	 	 	 	 	 	 7.	 事務局員２名以上	 

	 

（	 委員会	 ）	 

第３４条	 	 	 	 本校は、下記の委員会を設置する。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 1)	 	 教務委員会	 

	 	 	 	 	 	 2.	 上記委員会の管理、運営は施行規則でこれを定める。	 

	 

第８章	 	 賞	 罰	 

（	 表	 彰	 ）	 

第３５条	 	 	 	 学校長は、品行が方正でありかつ成績が優秀な学生で、他の学生の模範



になるものを表彰することがある。	 

	 

（	 懲	 戒	 ）	 

第３６条	 	 	 	 学校長は、教育に必要と認めるときは、学生に懲戒を加えることがある。	 

	 	 	 	 	 	 2.	 	 懲戒の種類は次のとおりとする。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 	 戒告	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 停学	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 退学	 

3.	 学校長は、学生が次の各号のひとつに該当するときは、退学を命ずるこ

とが出来る。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 	 病気又は成績不良により卒業の見込がないもの	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	 正当な理由がなく出席が常でないもの	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 素行不良で改悛の情のないもの	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	 学費を許可なく滞納したもの	 

	 

	 

第９章	 	 学費及び諸経費	 

（入学検定料）	 

第３７条	 	 	 	 本校に入学を希望するものは第２３条の手続とともに入学検定料15,000

円を納入しなければならない。	 

	 

（	 入学金	 ）	 

第３８条	 	 	 	 入学を許可されたものは、入学金１０万円を指定された日までに納入し	 

なければならない。	 

	 	 	 	 	 	 2.	 前項の義務を怠ったものは、入学を取消されることがある。	 

	 

（	 学	 費	 ）	 

第３９条	 	 	 	 学費は、授業料と実習費とし下記金額を毎学年度の始めまでに納入しな

ければならない。	 

	 

昼間部	 昼間部１年	 昼間部２年	 

授業料	 １００	 	 	 １００	 	 	 

実習費	 ３５	 	 	 ４０	 	 	 

合計	 １３５万円	 １４０万円	 

	 

夜間部	 夜間部１年	 夜間部２年	 夜間部３年	 

授業料	 ６５	 	 	 ６５	 	 	 ６５	 	 	 

実習費	 ２５	 	 	 ３０	 	 	 ３０	 	 	 

合計	 ９０万円	 ９５万円	 ９５万円	 

	 

（	 還	 付	 ）	 

第４０条	 	 	 	 すでに納入した入学検定料、入学金は、原則としてこれを返還しない。	 

	 
	 

	 

	 



第１０章	 	 雑	 則	 

（	 寄宿舎	 ）	 

第４１条	 	 	 	 寄宿舎に関する事項は、校長が別に細則で定める。	 

	 

（健康診断）	 

第４２条	 	 	 	 健康診断は、毎年１回以上を実施し学生は必ず受診しなければならない。	 

	 

（	 委	 任	 ）	 

第４３条	 	 	 	 この学則に定めるもののほか、学校の運営に関し必要な事項は、学校長	 

が別に定める。	 

	 

	 

附	 則	 

	 

	 	 	 	 1.	 学則中の第９条に定める授業時間数並びに教育課程に関して、夜間部は平成６	 

年４月１日、昼間部は平成７年４月１日より施行する	 

	 	 	 	 2.	 上記以外に関しての学則は、平成６年４月１日より施行する	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



	 (別表１)	 

学年別授業時間数	 	 昼間部２年制	 

学	 科	 １学年	 ２学年	 合	 計	 

外 国 語	 	 	 	 	 	 	 	 ３０	 	 ３０	 

造形美術概論	 	 	 	 	 	 	 	 １５	 	 １５	 

関 係 法 規	 	 	 	 	 	 	 	 	 １５	 １５	 

歯科技工概論	 	 	 	 	 	 	 	 ５０	 	 ５０	 

歯 科 理 工 学	 	 	 	 	 	 	 	 １８０	 ４０	 ２２０	 

歯 の 解 剖 学	 	 	 	 	 	 	 	 １６０	 	 １６０	 

顎口腔機能学	 	 	 	 	 	 	 	 	 ６０	 ６０	 

有床義歯技工学	 １８０	 ２６０	 ４４０	 

歯冠修復技工学	 １９０	 ２５０	 ４４０	 

矯正歯科技工学	 	 ３０	 ３０	 

小児歯科技工学	 	 ３０	 ３０	 

歯科技工実習	 	 	 	 	 	 	 	 ２９０	 ２３０	 ５２０	 

選

択

必

修	 

	 有床義歯技工学	 	 ６０	 ６０	 

	 歯冠修復技工学	 	 ６０	 ６０	 

歯の解剖学	 	 ６０	 ６０	 

歯	 科	 

技工学	 

概	 論	 

歯科技工基礎教育	 １２	 	 １２	 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技法	 ９	 	 ９	 

社 会 人 マ ナ ー	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９	 ９	 

小	 計	 ２１	 １８９	 ２１０	 

合	 計	 １１１６	 １１０４	 ２２２０	 

学年別授業時間数	 	 夜間部３年制	 

学	 科	 １学年	 ２学年	 ３学年	 合	 計	 

外 国 語	 	 	 	 	 	 	 	 ３０	 	 	 ３０	 

造形美術概論	 	 	 	 	 	 	 	 １５	 	 	 １５	 

関 係 法 規	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １５	 １５	 

歯科技工概論	 	 	 	 	 	 	 	 ５０	 	 	 ５０	 

歯 科 理 工 学	 	 	 	 	 	 	 	 ８０	 ６０	 ８０	 ２２０	 

歯 の 解 剖 学	 	 	 	 	 	 	 	 １３４	 １６	 	 １５０	 

顎口腔機能学	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ６０	 ６０	 

有床義歯技工学	 １３５	 １３５	 １７０	 ４４０	 

歯冠修復技工学	 １４０	 １５０	 １５０	 ４４０	 

矯正歯科技工学	 	 ３０	 	 ３０	 

小児歯科技工学	 	 ３０	 	 ３０	 

歯科技工実習	 	 	 	 	 	 	 	 １１０	 ３００	 １１０	 ５２０	 

選

択

必

修	 

	 有床義歯技工学	 	 	 ６０	 ６０	 

	 歯冠修復技工学	 	 	 ５５	 ５５	 

	 歯の解剖学	 ２０	 ２０	 	 ４０	 

歯	 科	 

技工学	 

概	 論	 

歯科技工基礎教育	 １５	 	 	 １５	 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技法	 ４	 ４	 ４	 １２	 

社 会 人 マ ナ ー	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４	 ４	 １０	 １８	 

小	 計	 ４３	 ２８	 １２９	 ２００	 

合	 計	 ７３７	 ７４９	 ７１４	 ２２００	 
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